
 

 

○公  告  

松山観光港ターミナルの指定管理者の募集について  

松山観光港ターミナルの指定管理者を次のとおり募集する。  

令和５年８月１日  

愛媛県知事  中  村  時  広  

１  松山観光港ターミナル（以下「ターミナル」という。） の概要  

１  所  在  地  愛媛県松山市高浜五丁目 2259番地１  

２  設置目的  県都 松山 市 の海 の 玄関 とし て ふさ わ しい 、利 用

者や 県民 の 憩い の 場と なる 、 効率 的 で機 能的 な

旅客施設とする。  

３  施設概要  ターミナルビル（鉄骨造２階）及び高架通路  

旅客施設：待合室、多目的ホール、案内所等  

共用施設：衛生施設、廊下、階段、機械室等  

※タ ーミ ナ ルビ ル は、 愛媛 県 と松 山 観光 港タ ー

ミナ ル 株式 会 社と の共 有 建物 で あり 、指 定 管

理者 の 管理 に 係る 部分 は 、愛 媛 県の 指定 部 分

のみである。  

２  指定管理者の業務  

(1) 旅客施設の施設、附属設備及び備品の維持管理に関すること  

(２) その他知事が定める業務  

３  管理の基準  

愛 媛 県 港 湾 管 理 条 例 （ 昭 和 28年 愛 媛 県 条 例 第 47号 ） 第 15条 の ５

か ら 第 15条 の ７ ま で の 規 定 に よ る ほ か 、 タ ー ミ ナ ル の 管 理 に 当 た

っては、関係法令を遵守すること。  

４  指定期間  

  令和６年４月１日から令和 11年３月 31日までの５年間（予定）  

５  申請資格等  

(1) 申請資格  

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所 （本社機能を

有 す る も の ） を 置 き 、 又 は 置 こ う と す る も の で 、 タ ー ミ ナ ル

の 指 定 管 理 者 の 募 集 に 係 る 参 加 意 思 表 明 書 を 提 出 し た 法 人 そ

の 他 の 団 体 （ 以 下 「 法 人 等 」 と い う 。 ） で 、 次 の い ず れ に も

該当しないものとする。  

ア  愛 媛 県 会 計 規 則 （ 昭 和 45年 愛 媛 県 規 則 第 18号 ） 第 131条 の



 

 

規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有しな

い法人等  

イ  会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） 、 民 事 再 生 法 （ 平 成

11年 法 律 第 225号 ） 又 は 破 産 法 （ 平 成 16年 法 律 第 75号 ） 等 の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等  

ウ  愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等  

エ  愛 媛 県 税 、 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い

る法人等  

オ  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 244条 の ２ 第 11項 の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等  

カ  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

キ  暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある 法人等  

ク  役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等  

ａ  成年被後見人又は被保佐人  

ｂ  破産者で復権を得ない者  

ｃ  禁 錮以 上の 刑 に処せ られ 、そ の 刑の執 行を 終わ り 、 又は

その刑 の執 行を 受 けるこ とが なく な った日 から ５年 を 経過

しない者  

ｄ  愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者  

(２) 複数の法人等での共同申請  

サービスの向上又は効率的管理を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。  

(３) 新設法人等の扱い  

   ターミナルの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合

は 、 申 請 時 に 設 立 し て い な く て も 、 そ の 名 称 等 を 使 用 し て 申

請できることとする。  



 

 

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者 指 定 に 係 る 議 案 上 程 ま で に 、 法 人 登 記 事 項 証 明 書 又 は 法 務

局登記官の受領書を提出する必要がある。  

(４) 留意事項  

   参加意思表明書の提出期間は、令和５年８月１日（火）から

８ 月 31日 （ 木 ） ま で の 執 務 時 間 中 （ 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５

時 15分 ま で ） と す る 。 た だ し 、 郵 送 等 （ 書 留 若 し く は 簡 易 書

留 又 は 信 書 便 で こ れ ら に 準 ず る も の を い う 。 ） の 場 合 は 、 ９

に掲げる場所へ、同日午後５時 15分までの必着とする。  

６  指定管理者の選定方法等  

 (1) 選定基準  

    ア  ターミナルの管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。  

イ  タ ー ミ ナ ル の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 か つ 効 率 的 に 達 成

することができると認められるものであること。  

 (２) 選定方法  

   外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補を選定する。  

   ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。  

７  申請に必要な書類  

  指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。  

(1) 指定管理者指定申請書  

(２) ターミナルの管理に関する事業計画書及び収支計画書  

(３) 定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書  

(４) 申請書 類を提 出 する日の 属する 事 業年度の 前年度 に おける申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類  

(５) 申請書 類を提 出 する日の 属する 事 業年度に おける 申 請者に関

する事業計画書及び収支予算書  

(６) 申請者の概要を記載した書面  

(７) 役員名簿  

(８) 愛媛県税について、未納の税額がない旨の証明書  

(９) 法人税 、消費 税 及び地方 消費税 に ついて、 未納の 税 額がない

ことの証明書  



 

 

(10) 印鑑証明書  

(11) 申請書類のうち該当のないものについての申立書  

８  申請期間  

  令和５年９月 22日（金）から 29日（金）までの執務時間中（午

前８時 30分から午後５時 15分まで）とする。ただし、郵送等の場

合は、９に掲げる場所へ、同日午後５時 15分までの必着とする。  

９  募集要項の請求先及び申請書の提出先  

  〒 790-8570 

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２  

  愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課管理係  

電話番号（ 089） 912-2691 

10 その他  

  詳細は、募集要項による。  


